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序文 
 
1.   本文書に記述される化学品の分類および表示に関する世界調和システム（The Globally 

Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals）(GHS)は、10 年以上にわたる作

業の成果である。多数の国々、国際機関および関係団体の多くの人々が関与してきた。このシステム

を完成させるための作業は毒物学から消防まで広範囲の専門分野にわたり、また、その調整には多大

な努力がはらわれた。 
 
2.   この作業は、化学品の分類、表示および安全データシートの統一的な世界調和システムを開発する

ためには、既存のシステムを調和させるべきであるということから始まった。国連危険物輸送専門家

委員会（UNCEDTG）の作業に基づく輸送部門における物理化学的危険性と急性毒性の分類と表示の

調和は既に広く実施されていたので、このシステムは全く新しい概念というわけではなかった。しか

し、作業場や消費部門における調和はまだなされておらず、また各国の輸送に係る要求事項も、他の

部門における要求事項と調和していないことも多かった。 
 
3.   国際的な取り決めである、1992 年の国連環境開発会議（UNCED）において採択されたアジェンダ

21、第 19 章、第 27 項が、この作業を完成させるための推進力となった。 
「安全データシートおよび容易に理解できるシンボルも含めた、世界的に調和された危険有害性に関

する分類および表示システムを、可能であれば西暦 2000 年までに利用できるようにするべきである。」 
 
4.   作業の調整および管理は、化学品の適正管理のための国際機関間プログラム（IOMC）の化学品分

類システムの調和のための調整グループ（CG/HCCS）が行った。作業を完成させるための技術的な活

動の中心は、国際労働機関（ILO）、経済協力開発機構（OECD）、国連経済社会理事会の危険物輸送

に関する専門家小委員会（UNSCETDG）であった。 
 
5.   作業は 2001 年にいったん終了した後、IOMC から国連経済社会理事会の新しい委員会である化学

品の分類および表示に関する世界調和システムに関する専門家小委員会（UNSCEGHS）に引き継が

れた。この小委員会は、1999 年 10 月 26 日の理事会決議 1999/65 に基づき設立されたもので、同時

に「危険物輸送ならびに化学品の分類および表示に関する世界調和システムに関する専門家委員会」

（UNCETDG/GHS）と改名された旧 UNCETDG の下部組織である。委員会およびこの小委員会は 2
年間単位で作業を行う。事務局作業は国連欧州経済委員会（UNECE）により行われる。 

 
6.   UNSCEGHS は、GHS の維持およびその実施の促進に責任がある。UNSCEGHS は、このシステ

ムの各国への導入を進めるためにその安定性を維持すると同時に、必要に応じて、補足的な指導書を

提供する予定である。この組織の下で、本文書は、国、地域および国際法へ適用する際に得られた、

それぞれの経験ならびに分類および表示を行っている者の経験を反映させるために、改訂および更新

がなされる予定である。 
 
7.   UNSCEGHS が 初に取り組んだ課題は、GHS の世界的な利用と適用を可能にすることであった。

GHS の初版は、このシステムの 初の実施に供されることを目的として、委員会の 初の会合（2002
年 12 月 11－13 日）で承認され、ST/SG/AC.10/30 として 2003 年に出版された。第２回目の会合（2004
年 12 月 10 日）で GHS は修正され、ST/SG/AC.10/32/Add.3 と ST/SG/AC.10/32/Add.3/Corr.1 は統

合された。この改訂第１版では、新しい吸引性呼吸器有害性条項や SDS を準備する際の注意書きと絵

表示の手続きを含んでいる。 
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8.   第３回専門家委員会（2006 年 12 月 15 日）において、GHS 改訂初版の修正案一式が採択され、

ST/SG/AC.10/34/Add.3 および ST/SG/AC.10/34/Add.3/Corr.1 としてまとめられた。この GHS 改訂２

版ではこれらすべての修正を反映させており、とりわけ火薬類、呼吸器および皮膚感作性、ガスおよ

びガス混合物の吸入による毒性に関する分類と表示、そして選択可能方式の解釈に関する手引き、化

学品の発がん性の強さに関する評価さらに危険有害性情報および注意書きのコードに関して新しいあ

るいは改訂された項目が含まれている。 
 

9.  第 4 回専門家委員会（2008 年 12 月 12 日）において、GHS 改訂２版の修正案一式が採択され、

ST/SG/AC.10/36/Add.3 としてまとめられた。この GHS 改訂３版ではこれらすべての修正を反映させ

ており、とりわけ危険有害性情報の割り当て、小さな容器のラベルの関する新しい規定、呼吸器及び

皮膚感作性に関する２つの新しい細区分、水生環境有害性に関する長期間有害性（慢性毒性）、そして

オゾン層に有害性な物質および混合物に関する新しい有害性クラスが考慮されている。 
 

10.  持続可能な開発に関する世界首脳サミットは 2002 年 9 月 4 日にヨハネスブルグで採択した行動計

画 23(c)において、2008 年までに GHS という新しいシステムを完全に実施することを目指して、各国

ができる限り早期に GHS を実施するよう奨励した。後に 2003 年 7 月 25 日の 2003/64 および 2005
年 7 月 27 日の決議 2005/53 において、国連経済社会理事会はまだ実施していない政府に対し、WSSD
の実施計画にあるように GHS を実施するために、行政手続きや法令を整備すること等により、必要な

手段を講じるよう促した。国連経済社会理事会はまた、地域共同体、国連計画、特定の官庁や GHS
を推進するその他の関係組織に対し、GHS を効果的にするために輸送安全、労働安全、消費者保護や

環境保護に関する国際関連法令を修正することを求めた。 
 
11.   本文書は、主要な対象者を、各国政府あるいは地域政府とするが、各国で採用されている国内の要

求事項を 終的に実行する産業界の関係者のための十分な内容およびガイダンスも含んでいる。化学

品とその危険有害性および人々を保護する方法に関する情報が利用可能になれば、化学品の安全管理

に係る国家プログラムの基礎ができるであろう。世界中の国々における化学品管理の拡大は、化学品

の利用による便益を得ながら、世界の人々と環境をより安全な状態に導くであろう。化学品の分類お

よび表示に関する世界調和は、貿易を行う企業が守らなければならない化学品の危険有害性に関する

分類および情報の伝達に関する各国の要求事項がより一貫性をもつことから、国際貿易の促進にも役

に立つであろう。 
 
12.   この文書は、化学品の分類および表示に関する世界調和システムに関する専門家委員会の事務局を

務めている国連欧州経済委員会（UNECE）事務局により作成された。 
 
13.   この文書が発行された後の訂正を含め、委員会や小委員会の作業に関する追加情報は、UNECE 輸

送部門のウェブサイト http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm および

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ ghs/ghs_welcome_e.html  
で閲覧することができる。 
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